
所得・金融資産分布の不平等とその要因*

高　山

1.はじめに

社会的不公正の是正が声高く叫ばれる中で所得

分布の不平等を計測・分析する試みが数多くなさ

れるようになった1)。その殆んどは特定の標本集

団について集団全体としての所得分布の不平等を

計測し,その時間的推移を追うスタイルをとって

いる。しかし,集団全体としての不平等がどのよ

うな要因によって規定されており,更に,そのタ

イムシリーズ的な趨勢を左右したものが何であっ

たか,という点について正面から取組んだ実証分

析はこれまで殆んど試みられず,また,試みられ

たにしてもきわめて不十分な形のものにすぎなか

ったO　その原因の一つとして考えられるのは,こ

れまで不平等度の計測が殆んどジニ係数を用いて

なされてきたことである。ジニ係数は確かに視角

的な不平等の把握(ローレンツ曲線)を可能ならし

める利点があるものの,要因分析には不適当な尺

度であったO　というのは,ジニ係数そのものの要

因分解が可能になるためには他の(期待効用型の)

尺度には不必要な「強い」制約条件　-order-

*　本稿は昭和50年度理論・計量経済学会で報告

した筆者の論文を若干加筆・修正したものである。学
会席上において示唆に富むコメントを寄せて下さった

溝口敏行・川嶋辰彦の2助教授及び本誌のレフリー諸

氏に謝意を表わしたい.本稿は貝塚啓明助教授と筆者

による共同研究「所得再分配をめぐる諸問題」(経済企
画庁,昭和50年3月)のうち第4,5章を基礎にして新

たに展開し直したものであるO　論文作成の過程で諾々

の助言をして下さった豊田敬氏(特に氏の考案した分

解可能なアtlキンソン係数のヴァI)アントを未公刊の
段階で敦示して下さった)に心からお礼申し上げる。

又,計算過程で助力を得た尾上史子工・堀内行蔵・小川

孔輔の3氏にもお礼申し上げたい.
1)代表的なものに溝口[8], KurabayasM-IcM-

kawa [6],拡otter [11] [12],所得分配に関する研究

会[3]等がある。

憲　之

preservingなグループ分け-が必要となるか

らである。この制約条件があるために,年令要因

分析をはじめとする殆んどの要因分析がジニ係数

では不可能となってしまう。

本稿では,全体としての所得・金融資産分布の・

不平等が一体いかなる要因によって規定されてい

るかという問題に対して一つの解答を与える試み

をしてみたい2)。その際,タイル[14]が示した要

因分解の方法,つまり,全体としての不平等(〟)

を要因別にグループ間の不平等(between-set in-

equality, Mt)とグノレ-プ内の不平等(within-set

inequality, Mwj)とに分解する方法(M-Mb+-

∑jWjMwj, Wjはウェ一日を採用したい3)o

ところで,タイル自身は∑jWj-1のとき,

∑jwj^-W)がグノレ-プ内の不平等の加重平均とな

る点を重視して,この条件を満たすような尺度

(T)をェントロピーを援用して案出したo

T-∑i ixw/Oiogcw/oirt**)  (i)

u>j- ({*jlp)g(t*j)　　　　　　(2)

ここで　vh^Aiii)及び&,g(ttj)はそれぞれ所得

水準,平均所得,密度関数,及び第j番目のグル

ープ全体の平均所得,密度関数である。しかし,

タイル係数(T)といえども価値判断から中立的な

尺度ではない。それは暗黙のうちに不平等につい

て特定の価値前提を想定している(高山[13])

本稿ではより一般的な評価を得るため価値判断に

2)タイムシ.)-ズ的な不平等の趨勢を左右した要

因についての実証分析はここではしない。 (それには

タイムスパンをもっと拡げ,更には値帯の年間収入を

細目に分割して調べる必要がある。)それについては別

稿で取り組む予定である。

3)この要因分解法の弱点は,互に独立な説明要因

を選択しないと必ずしも全体の説明をしたことにはな

らないことにある。 Mouer[11]によると,世帯規模

と有業人員には正相関が認められるとのことであるo}

で,この点には注意が必要である。
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関するパラメーターを含む尺度を採用したい4)0

そのような尺度にプトキンソン係数(Atkinson

[1])がある。アトキンソン係数そのものを要因分

解することはできないが5),幸いにも分解可能な

アトキンソン係数のヴァ1)アント(以下ではこの

尺度をBで表わす)は豊田[151によって作成さ

れている6)0

B-H-∑{vJt*r'f(vi)i!(l-e), e>0,

B--∑ ;Dog(2/J^)]/(^), f-l

wj- (f*jlp) ~'g(fj), ∑jV>)享1=E萎　　　(4)

(4)式からタイルの要請(∑jwj-i)をBが満たす

のはE-1の場合だけである。なお,パラメータ

I(∈)は観察者(分析者)の不平等問題,特に低所

得層の相対的位置に対する関心の度合(ウ,1 -日

を示している。

本稿のもう一つの特徴は分布の不平等を何らか

の形で政策論議に錆びつけたい,という筆者の意

図を実現させたことにある。日本における所得・

金融資産分布の研究においては何よりもファク

ト=ファインディングが重視され,また,それを

もって分析を終らせてしまう,というのがこれま

での通例であった。しかし,それのみでは不十分

である。本稿では主として資料の制約からとりあ

えず年令丁世帯規模・有美人員・都市規模の4要

因を選びだして考察を進めることにした7)。世代

4)溝口[8]が対数分散を使用して要因分析してい

る点は注目されてよい。もっとも,対数分散は「ドル

トンのトランスファ-原理」を満たしていない(高山

[13]。

5)　ジニ係数,及び期待効用型の不平等度係数の要

因分解を詳述したものに豊田[15], Gastwirti [5]が

ある。

6)係数Bとアトキンソン係数(A)との関係は次式

で与えられる。

A-l-[1- (l-e)B]1!t1-6), e>0, eキ1,

4-1-exp(--B), e-l.

7)職業別・産業別・企業規模別の所得較差も勿論

無視しえないが, (これらの要因による貸金較差の存

在は他方でインセンティヴ効果を通じる資渡配分上の

意義をもつので)ストレートにそれらの要因に基づく

所得較差の縮小を政策として求めるわけにはいかない。

なお,性別要因に着目したものにKurabayasM-IcM-

kawa[6]がある。なお,政策との関連でいえば,教

育・疾病・好況不況(失業)・インフレーション等々の

要因に着目することが重要である。このような要因に

ついての実証分析も他の機会に譲りたいo

- 135-

内及び世代間の所得較差(ライフタイム・イ　ンカ

ム概念の政策的意義)の考察はもとより老人間題,

無業者世帯対乳　特別児童手当,級地条項(於生

活保護制度)等々に対して一つの政策的評価を試

みるというのが本稿の主要課題である。

2.所得分布の不平等:要因分析

本節では,総理府統計局『家計調査年報』にあ

る年間収入(全国・全港帯)の分布を資料にして,

不平等の要因分析を行なっている。この資料には

使用する際に幾つかの制約がある8)ちのの,非農

家世帯にらいてかなり包括的な所得分布(特に要

因分析に必要なサブグループの所得分布)を数年

問にわたって得ること、ができる点は他の資料にな

い利点である9)0

2.1.所得不平等の諸要因

第1表は所得不平等に関する計測結果である。

全体としての所得較差(〟)は,低所得層の相対的

位置を大きく評価する限り昭和40年代を通じて

第1国　全体としての所得較差

不平等度

＼

＼._.一一へ＼
L B(e-5)

一一一一　　　_　　　_______-B(∈-0.5)

42　　43　　44　　45　　　　.47　　48

年次
(昭和)

8)この資料の制約については溝口[8](350貢)を

みよ。ただ, 「年収」概念の難点は,ここでの考察の

中心がクIロスセクション分析にあってタイムシT)-ズ

分析にないので,ある程度回避されていると思われる。

9) 『家計調査年報』の実収入分布(全回勤労着港

帯)のreliabilityの方が高い。ただ,要因別サブグル

ープの所得分布は昭和45年からしか利用できない。

また, 『就菜構造基本調査』のcoverageが大きい点

は評価できるが3年おきの結果しか発表されていない。

『全国消費実態調査』も5年毎の資料である.
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各要因の説明力(B: 6-5)

経　　　亨斉

縮小傾向にあることがわかる-0)(尺度BでE-5が

その例である。第1図参照)。中・高所得層の相

第1表　所得分布の不平等:要因分析
単位　M.Mu-10-', <Ll-%

尺度　年(昭和) M Mbl Miz Mb3　Mu　0-1
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(注) M-全体としての不平等　　Mtl　髄代問の不平等　　Mm　世

帯規模間の不平等　　Mゎ3 -有蓋人員の異なる准帯間の不平等

Mb4-都市規模問の不平等　ai-　ru,MをAH,A{アトキンソ

ン係数)に変換したときのUulA)の催

資料:総理府『家計調査年報』 (全匡ト全世帯),貨2表一第5表も同じ。

10)昭和40年代を通じて観察される所得較差の縮

小傾向が何故生じたかに関する要因分析をするには要

因の数が不足しており,ここではファクト=ファイン

ディングにとどめておく。

各要因の説明力{B: e-0.5)

研　　　究 Vol. 27　No. 2

42　43　　　　45　46　47　48 (昭和)

対的位置をもかなり考慮して全体を評価しても(E

-0.5のBまたはT)その傾向は兄い出せるが,

ただ昭和48年だけは逆転現象が起ったことにな

っている点に差異が生じている。

ところで,昭和40年代を通じて全体としての

所得較差の説明要因は何に求めることができるの

だろうか。ここでは,資料・紙幅の制約もあって

政策的な関心から年令・世帯規模・有業人員・都

市規模の4要因に限定して考察する。第1表のai

は各要因の説明力をみたものである11)。 4要因の

うちでは有業人員の差異に基づく所得較差が最も

大きい(第2図参照)。その全体に対する説明力は

低所得層の木目対的位置を重視する場合約20%に

なる。この説明力は年令要因・世帯規模要因のほ

ぼ2倍になっているO　中・高所得層の木目対的位置

をもかなり考慮する場合, 4要因の全体に対する

説明力は低所得層の柏対的位置を重視する場合よ

り低下する。ただ,世帯規模・年令の差異に基づ

く所得較差のもつ説明力が有業人員の差異のもつ

説明力(10%前後)に接近してきている。他方,

都市規模間の所得較差は年々低下し続けた結果,

ここ数年,全体の所得較差の説明要因としては微

々たるもの(negligible)にすぎなくなってしまっ

た12)..なお,昭和40年代を通じて,全体として

の所得較差と同一傾向を辿ったものは世帯規模

間13).都市規模問の所得較差14)であり,逆に年令

ll)アトキンソン係数以外の尺度は順序数である

ので差(の絶対値)や比を計算する意義は全くない。
12) 「都市規模」あるいは「地域」概念の設定次第

で緒論が変わる可能性がある(念のため)0
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間・有業人員間の所得較差はわずかながら全体の

方向に逆らった拡大傾向を示している(特に昭和

45年以降)Oそのために,最近年になる私有業

人員・一年令の差異に基づく所得較差のもつ全体に

対する説明力が大きくなってきている16>-

以上の分析から政策的にはどんなことが言える

だろうか。まず第1に,年功序列型の賃金体系を

採用している我国の慣行を鑑るとき世代間の所得

較差(端1)は予想よりはるかに小さい　Mbiが全

体としての所得較差(〟)の決定的な説明要因とな

っている場合にはライフタイム・インカムの分布

はほぼ平等になっているとみなすことができるか

ら,年収にたとえ較差があってもそれ自体政策的

観点から問題にする必要はなかろう。しかし,現

実はそのようにはなっておらず,同一世代の所得

分布をとってもかなりの較差が観察される(第2

表参照)。従って　Kuznets[7]に代表される見

解[年収とは異なる生涯所得(lifetime income)

による計測の重要性を説く]の政策的意義は現在

の日本でみる限りそれ程大きくない。つまり,政

策的には同一准代内に存在する所得較差の原因究

明の方がより切実な問題といえよう。その原因は,
4　°　°　°　°　°　°　°　°　°　t

3要因だけで調べる限り有業人員の差異,特に有

第2表　世代内の所得不平等(昭和48年)

不平等度(10~4)　l　　ウェ-ト(10-2)

rBBB
l(」=。.5)(e=l)(」=fi)巨BBB
(e=。.6)(e=l)(」-5)
836　409　　815　10364
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415　　802　　　7518
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13)昭和44年の丑帯規模問所得較差の数値は異常

に落ち込んでおり信用できない。サンプルを変えてチ

ェックする必要がある。

14) Moiユer[12]は昭和30年代後半からみられる

所得較差の縮小傾向の主要因を地域間較差の縮小に求

めている。

15)溝口[8](356頁)の計算結果によれば,職業問

所得較差は世代間所得較差をわずかながら上回ってい

る(昭和40年代)O
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業人員の有無に基づく所得較差にまず求められる。

即ち,政策的には完全雇用の確保(高令者・婦女

子に対する就業機会の提供が特に重要であろう)

と,無業者(疾病・心身障害に起因することが少

なくない)に対する最低所得の保障の2つが所得

較差を縮小させるために重要となる(この点が第

2)。第3に,所得保障の際,多子准帯であるとか

町村に居住しているからといって1子准帯・都市

丑帯との間に給付格差を設ける意義はあまりない。

特別児童手当制度と,生活保護制度の級地条項は

再検討を迫られている。

2.2.同一年令階層内の所得不平等

第2表は昭和48年16)の同一世代内の所得不平

等の計算結果である。まず,クロスセクション分

析をする限り17)高年令世代に移れば移るほど同

一華代内の所得較差は拡大する,と一般的には言

える18)(第3図参照)。第1表の全体としての所得

第3図　世代内の所得不平等(昭和48年)
不平等度

16) 2.2節-2.5節では特定の年次だけをとりだし

て分析しているが,他の年次についても昭和42年以

降であればほぼ同様のファクト-ファインデングを得

ることができる(念のため)。

17)本来ならクロスセクシ。ン分析ではなくコー

ホート分析から何らかの傾向を兄い出すべきであるO

しかし,それによってロバスト(robust)な結論を得る

には資料が不足している。

18) 20才代前半世代と後半牡代では後者の所得較

差の方が前者のそれより小さい。 (アメリカにも同様

の事実がある　-Morgan[10]を見よ。香川勉氏の

御教示に負うているo)もっとも,これは有業人員の差

異(20代前半催代1.48人, 20代後半催代1.33人)に起

因していると考えられなくもない。
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第3表　同一世帯規模内の所得不平等(昭和48年)

不平等度(10-1)　　　　ウェ-I(10-2)

規模BB
(<r=。.5)(f=l)(」=6)巨BBB
(<f=。.5)(e=l)(f=5)

較差に照らしてみると,おおよそ40才代後半の

世代の所得分布の不平等が平均的不平等であると

みなせよう。それより若い食代の所得分布は平均

より較差が小さく,また, 50才を超えるや香や所

得較差は一段と拡がり, 65才以上の世代ともなる

と所得較差は一層拡大している。このポイントは

(平均年収は年令とともに50才代まで上昇するが

60才を超えるとともに低下しはじめることを考

慮すると)低所得層の割合が最も高くなるのが65

才以上の高令者世帯であることを示唆している。

このような事実に「老人問題」の一側面を読みと

ることができよう。

なお, 40才以上65才未満の准代の平均所得は

全体の平均所得を上回っており,その他の催代の

平均所得は全体の平均を下回っていることが,第

2表のウェ-I(T及びB:e-l)を見ることによ

って確認できる[(2), (4)式参照]。

第4匿l同一世帯規模内の所得不平等(昭和48年)
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第4表　同一有業人員世帯内の所得不平等(昭和47年)

2.3.同一世帯規模内の所得不平等

第3表は同一世帯規模内の所得較差を計算した

ものである(昭和48年)Oそれによると,最も所

得較差が小さいのは4人世帯であり,それより規

模が大きくなっても小さくなっても所得較差は拡

大する傾向にある(第4図参照)。最も所得較差の

大きい世帯は,ここでは資料の制約から2人世帯

となっているが,溝口[8](359-60頁)の計算結果

からはむしろ単身者世帯の所得較差こそが最大と

なると予想される。従って,政策的には多子世帯

よりも単身者特に老年単身者(わけても無業者)港

帯に対する配慮が優先されて然るべきであろう。

(この点に関する『全国消費実態調査』を用いた

詳しい分析は他の機会に譲りたい。)

2.4.同一有業人員世帯内の所得不平等

第4表は同一有業人員華帯内の所得較差を計算

したものである(昭和47年).この結果から一意

的(unique)な傾向を兄い出すことはできない。

ただ,低所得層の相対的位置だけでなく全体のバ

第5図　同一有業人員世帯内の所得不平等(昭和47年)

不平等度

J3　e-5

′

′
′

～.一・一1一._・-　　ノ
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第5表　同一都市規模内の所得不平等(昭和48年)

不平等皮(10-4)　l　　ウェート(10-2)

BB
(f=。.5)(6=1)(e=5)巨BSB
(e=。.5)(e=l)(<f=5)

ランスをあくまでも考慮する場合(TあるいはB:

蝣-0.5),有業人員の少ない髄帯ほど所得較差が拡

大する傾向にある(第5図参照)。しかし,低所得

層の相対的位置どりを重視して不平等を計測する

場合(B:e-S)には必ずしもそうとはいえず,む

しろ5人以上の有業人員のいる世帯の所得較差が

一転して最大となっている。つまり,有業人員が

多い催帯ほど所得較差は小さくなる(働き手の数

を増やして収入の安定を図っている)が,有業人

員が5人以上になってもなお低所得階層にとどま

っている聴帯の割合はかなり大きい。香,低所得

層は少しでも収入を得るために止むに止まれず働

き手の数を増やしている,といった方が現実に近

いのかも知れない.いずれにせよ,無業者催帯・

低所得世帯に対する政策的配慮が望まれる。 (第

5図をみれば,筆者が価値判断に関するパラメー

ターを含んだ尺度をなぜ採用したか御理解いただ

けると思う。尺度Bの持ち味は第5図の中にい

かんなく発揮されている。)

第6図　同一都市規模内の所得不平等(昭和48年)
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2.5.同一都市規模内の所得不平等

同一都市規模内の所得較差(昭和48年)の計算

結果が第5表にまとめられている.ここでも一意

的な傾向を兄い出すことはできないO　ただ, Tと

かB(e-0.5,l)の数値の動きをみると,大都市内

の所得較差がわずかながら他の都市規模内のそれ

を上回っていることが読みとれる。他方,B(e-5)

では大都市内のそれは最小となっている(第6図

参照)。従って,全体的な所得分布のバラツキで

は大都市が一番大きいものの他都市との差異はあ

まりなく,また,低所得層の相対的位置どりとい

う点では一転して大都市が他の都市規模より恵ま

れている。

3.金融資産分布の不平等

本節では,総理府統計局『貯蓄動向調査報告』

にある貯蓄現在高(全国会唯帯)の分布を資料にし

てその不平等度を計測している18)ところで,こ

れを資料にして計準Llしたものは意外に少なく(港

口[8],所得分配に関する研究会[3]),むしろ同

調査報告にある所得階級別の貯蓄現在高の分布が

これまで広汎に使用されてきた20)しかし,所得

階層が同一であっても金融資産の保有にはかなり

のバラツキがみられる(後述参照)。そもそも所得

階層別の金融資産較差というのはサブグループ問

の資産較差(Mt)にすぎない.全体としての金融

資産較差(M)は同一所得階層内の資産較差(MwJ)

をも考慮して計算されるべきである。

3.1.金融資産較差の計測

第6表には金融資産分布の不平等を計算した結

果が載っている。全体としての金融資産較差は昭

19)資料の制約としては(i)全港帯といっても単

身者・農家催帯は含まれない(ii)名目額で計算して

いるのでインフと-ションによる調整をしていない,

(iii)株耳のキャピタル・ゲインは形式的には計上さ

れることになっているが実賀的に計上されていない,

iv)借入金を差し引いてないので純貯蓄残高の分布

ではない. (v)代替資産である実物資産を合妙て計測

しているわけではない,の5点が挙げられる(ii)-

(iv)を考慮して調整を行なったものに江藤[4]があるo

また,実物資産分布についてはとりあえず溝口[8],所

得分配に関する研究会[3L　狂藤[4]を参照されたい.

20)琵藤[4]がその最近の例であるO
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第6表　金融資産分布の不平等
単位　T,B(e-0.5,l): 10"4, B(e-5): 10*
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(注) M　-全体としての金融資産分布の不平等

Mb1 -年収別金融資産分布の不平等

MwJ-同一年収内の金融資産分布の不平等

ai　-M,MtiをA,Ab`に変換したときのAH/A(%),t-l,2。

(出所)総理府『貯蓄動向調査報告』 (全国会准軌　第7表も同じ)o

和45年以降わずかながら拡大傾向にある,とい

うのが全体のバランスを考慮したときの評価であ

る21)(第7図参照, TあるいはA:e-O.S,lがそ

の例)。しかし,低額資産保有世帯の相対的位置

どりはあまり変化をみせてはいないU:e-S)0

また,当然予想されることであるが,所得較差に

くらべると金融資産較差の方がかなり大きい22)

(第1表参照)。

所得階級別の金融資産較差(Mb]第6表)の全体

に対する説明力Mは,低資産階層の相対的位置

を重視するほど高まるがそれでも高々50%どま

りである(5:e-S)。中・高額資産保有階層をもあ

21)溝口[8](363頁)によれば,昭和37年から44

年にかけて金融資産分布は急速に平等化したことにな

っており,昭和45年以降と正反対の動きを示してい

る。

22)アトキンソン係数で比較すると,後者は前者

の4・3倍(e-0.5),1.9倍(e-5)になっている(昭和48

午)。その原因の一つを職業間における両者の大きな

相違に求める者(溝口[8]364貢)もある。

研　　　究

不平等度

Vol.27　No. 2

第7図　金融資産分布の不平等

る程度考慮して全体を評価する場合(B:e-0.5)

にはそれは25%程度に下がってしまう。従って,

Mblだけで全体としての金融資産分布の不平等の

動向を判断しようとしても判断を誤まる危険怪が

高い23)

3.2.年令要因と金融資産較差

Modigliani-Brumberg [9]流の貯蓄理論によ

れば,合理的な主体の貯蓄行動を前提とする貯蓄

残高はライフサイクルを通して必ずしも一定不変

ではなく,むしろ年令が異なれば貯蓄残高にも差

第7表　年令要因と金融資産分布(昭和48年)
単位: T,B(,e-0.5,l)-lQr*, B{e-5)-104

不平等皮　　　　　F　　　ウェ-ト　(10~2)

(ォr-0.5) (e-l) (e-5)　　(e-0.5) (e-l) (e-5)

5354　　2723　　6202　0.1201

5201　2501　5735　0.3539

4969　2281　4901　0.6118

4486　2174　4813　0.9649

4752　2286　5101 1.7854

4981　2405　5309　3.8

5316　2620　S816　6.1828

5909　2978　701818.5520

5547　　　　　　7283 34. 7421

6901　3664　898047.3900

5302　2507　5733　4.5335

708　　381　776　0.0001

6010　　　　　　6509　4.5336

14.1　15.6　37.2
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注) Mt2-世代間の金融資産較差　My,k-世代内の金融資産較差

23)例えば,計測期間のうち較差が最小であった

年次をみると, Mでは昭和45年, Mblでは昭和46年

(T,B:e-0.5,1)となり,くい違っているO
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第8図　同一世代内の金融資産較差(昭和48年)

不平等度

異が生じてくる,とのことである24)従って,仮

に,年令の差異に基づく金融資産較差(Mti)で全

体としての較差(〟)の殆んどを説明できるとする

ならば,その較差は政策的に問題とはならない。

現実(昭和48年)はこの仮定を満たしているだろ

うか。第7表はその計算結果である　Mwの説明

力(α2)をみると,低額金融資産保有階層の相対的

位置を重視するほどその借は大きくなるものの高

々40%どまりである。つまり,金融資産較差の

存在に対して政策的に眼を閉じているわけにはい

かなくなる。

同一唯代内の金融資産較差Mwhについて-第

1に,所得分布とは若干異なり, 30才代後半の世

代の資産較差が最も小さく,それより若くなって

ち,年をとっても資産較差は拡大する傾向にある

(第8図参照,とくにT,A:e-0.5)。もっとも,

24) `hlユmp-savingがその例である。ところで,金

融資産保有額は年をとるとともに増大するというのが

平均的にみた日本の特徴である(『貯蓄動向調査』)。第

7表(及び第2衷)に計算されている各尺度のウェート

の動きをみれば,低所得(低額金融資産保有)階層の相

対的位麿を最も重視しているのがこの4つのうちでは

B(C-5であり, Eの値をそれより小さくするにつれ

中・高所得(中・高額金融資産保有)階層の相対的位置

の評価は高まってゆくことが理解できよう。また,タ

イル係数(T)のウェ-トはE→0の場合のそれに相当

することも予想される(詳しくほ高山[13],豊田[15]

参照)0

低額金融資産保有階層の相対的位置どりを重視す

れば,所得分布と同様高年令層に移れば移るほど

資産較差は拡大することになる。第2に,同一世

代をとって金融資産較差と所得較差をぐらべると

前者の方が後者よりどの世代をみても必ず大きく

なっている。このような金融資産分布の特徴を説

明する有力な要因として考えられるものに相続・

贈与の制度があろう25)。しかし,この点について

の論述は他の機会に譲りたい。

4.結論の要約

総理府統計局『家計調査年報』, 『貯蓄動向調査

報告』 (いずれも全国全世帯)で調べた限りにおい

て26)以下に列挙してあるような結論が昭和40-

年代の傾向として得られた0

(1)所得不平等の要因-政策との関連から--

(a)年令・世帯規模・有業人員・都市規模の4

要因のうち全体としての所得較差に対する説明

力が一番大きいのは有業人員の差異に基づく所

得較差である(低所得層の相対的位置を重視す~

るほど,また,最近年になればなるほどその孔

明カは大きくなって20%の水準を越えること

になる)O年令要因・世帯規模要因のもつ説明L

カがそれについでいるものの高々10%強の説

明力にとどまっている。都市規模問所得較差は

最近年においては微々たる(negligible)水準に一

落ちこんでいる。

(ち)従って,政策的には特に高令者・婦女子・

身体障害者に対する雇用機会の十全な提供,無

業者に対する最低所得の保障が求められる。他

方,特別児童手当・生活保護制度の級地条項の-

意義は今日あまり大きくないので再検討されな-

ければならない。

25) Atkinson[2]はいくつかの仮定を設定した上

で遺産が`luxury'goodsで消費が'necessity'である

場合には子沢山主義で均分相続しない限り(蕨唐には,

家族規模の増大率が利子率より小さいと)スタート時

点で存在した資産較差が時の経過とともに拡大するこ

とを証明した。

26) 『家計調査年報』(全国勤労者世帯), 『全国消費

実態調査』, 『貸金構造基本統計調査』等々に挙って,
結論がロバストであるかをチェックしてみる必要があ,,

うろ。
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(2)ファクト二ファインディング

(a)低所得階層の相対的位置をあくまでも重視

して観る場合,全体としての所得較差は昭和40

年代を通して縮小傾向にあったといえる。ただ,

中・高所得階層の木目対的位置をもかなり考慮し

て全体のバランスをとる場合には昭和48年に

いたって一転して拡大の傾向が認められる。

(b)高年令世代に世代が移るほど同一聴代内の

所得較差は拡大する傾向にある。

(C)華帯規模別では4人世帯の所得較差が最も

小さく, 4人より規模が大きくなっても小さく

なっても較差は拡大する。なかでも単身者華帯

の所得較差が最大となっている(と予想される)0

(d)低所得層は少しでも収入を得るために止む

に止まれず働き手の数を増やしているという側

面も無視し得ないが,一般に有業人員の増大は

所得較差を縮小させる。

(e)都市規模別では大都市内の所得較差がわず

かながら他都市より大きいものの,大都市低所

得層の相対的位置どりは他の都市との比較では

一番恵まれている。

(f)全体としての金融資産較差は昭和45年以

降わずかながら拡大傾向にある。もっとも低額

資産保有階層の相対的位置どりは昭和45年以

降あまり変化していない。

(g)同一世代をとってみるとぎの瀧代について

も金融資産較差の方が所得較差より必ず大きく

なっている。また,世代間の較差についても同

様の傾向があるので,全体としての金融資産較

差は全体としての所得較差よりかなり大きい。

(h) 30才代後半の世代の金融資産較差が最も

小さくそれより若くなっても年をとっても資産

較差は拡大しているO　もっとも,低額金融資産

保有階層の相対的位置どりは年令とともに悪化

している。

(i)生涯所得で調整した方が年間所得の分布よ

り平等化する。また,年令要因に基づく差異を

一考慮した時の方が考慮しない時より金融資産較

一差は縮小するO　ただ,いずれの場合もその調整

効果はそれ程大きくない。

<i　年間収入階級別の金融資産分布で全体とし

研　　　究 Vol.27　No. 2

ての金融資産分布を代替させることにはかなり

大きな制約が伴う。

(武蔵大学経済学部)

参　考　文　献

[1] A.B. Atkinson, "On the Measurement of

Inequality," Journal of Economic Theory Vol. II,

September, 70.

[2 ] -, "Capital Taxes, the Redistribution of

Wealth and Individual Savings, " Review of Economic

Studies, Vol. XXXVIII, April, 71.

[3]所得分配に関する研究会『所得・資産分配の実

態と問題点』 7Sn

[4]江藤勝「物価・地価上昇の所得分配への影響」,

週刊『東洋経済』臨時増刊　73.10.4。

[5] J. L. Gastwirth, "The Estimation of A

Family of Meastユres of Economic Inequality,"

Journal of Econometrics, Vol. Ill, No. 1, '75.

[6] Y. Kurabayashi & H. Ichikawa, "Distritm-

tion of Incomes and Costs of Medical Care in Lower

Income Classes An Aspect of Measurement of

Poverty," paper presented to 14 th General Confer-

ence of International Association for Research in

Income and Wealth, August, '75.

[7 ] S. Kuznets, "Demographic and other Com-

ponents m Size Distribution of Income," paper

presented to Joint JERC-CAMS Seminar on I工icome

Distril⊃ution, Employment and Ecnomic Develop-

inent m Southeast and East Asia, December, '74.

[8]溝口敏行「戦後日本の所得分布と資産分布」

『経済研究』 '74. m,

[9] F. Modigliani &　R. Brumberg, "Utility

Analysis and the Consumption Function," in K. K.

Kurihara ed., Post Keynesian Economics, '54.

[10] J. Morgan, "The Anatomy of Income Dis-

tribtition," Review of Economies and Statistics, Vol.

XLIV, August, '62.

[11] R.E.Mouer 「家計調査における所得分布と髄

帯成員数の関連」, 『三田学会雑誌』, 73. 10。

[12]　　　「日本における下位体系別の所得分布の

状況-家計調査研究を通じて-」,季刊『理論経済

学』, 75.4。

[13]高山恵之「所得不平等の尺度:再検討」, 『国民

経済』, '74. 30

[14] H. Theil, Economics and Information Theory,

'67.

[IS]豊田敬「所得分布の不平等度-不平等度の

此鮫と尺度-」 , 『国民経済』, 75. ll。


